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賃貸住宅向け「メンテナンス・ワランティ」サービス開始のお知らせ。 
 
このたび、賃貸住宅管理者・ビルオーナ向けに「メンテナンス・ワランティ」のサービス

を開始いたしました。 
本サービスは、賃貸住宅に付随する機器の機能を長期間にわたり保証するもので賃貸住宅

を経営なさる全てのオーナー又管理会社様に「安心」をサービスするものであります。 
又、賃貸住宅管理会社等を経営なさる方には、大きな利回りが図れる優位な管理運営の実

現を可能にした画期的商品となっております。 
 
1. メンテナンス・ワランティ 
 「賃貸住宅付帯設備保証管理システム」特願２００８－０３３８１３ 
弊社の保証サービスはこれまで多くの家電販売会社様・設備機器販売会社様に於きまして、

既にご支持を頂いておりますが、この度従来サービスに加えて、住宅設備機器修理保証サ

ービスをスタート、各賃貸住宅管理会社様・ビルオーナーにご提案することが可能となり

ました。 
賃貸住宅に付帯されている住宅用設備機器のメーカーによる性能保証サービスに加え、

住宅用設備機器の性能を長期（例えば、５年や１０年）に渡り保証する「延長保証サービ

ス」です。更に２４時間コールサポートで万全なサービスを提供いたします。 
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